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議案第４号 

 
岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少 
及び岡山県市町村総合事務組合規約の変更 

 
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第 1 項の規定により、令和 8 年 3 月

31 日をもって岡山県市町村総合事務組合から岡山県中部環境施設組合が脱退すること

を承認するとともに、岡山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。 
 
令和 7 年 10 月 21 日提出 

岡山県市町村総合事務組合 
                        管 理 者  小 倉 博 俊 
 

岡山県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 
 
 岡山県市町村総合事務組合規約（平成 17 年岡山県指令市第 1 号）の一部を次のよう

に変更する。 

 別表第 1 中             を「岡山県市町村税整理組合」に，「備南競 

艇事業組合」を「備南ボートレース事業組合」に改める。 
別表第 2 第 3 条第 1 号に関する事務の項中「，岡山県中部環境施設組合」を削り，同

表第 3 条第 2 号及び第 3 号に関する事務の項中「，岡山県中部環境施設組合」を削り，

「備南競艇事業組合」を「備南ボートレース事業組合」に改め，同表第 3 条第 4 号に関

する事務の項中「，岡山県中部環境施設組合」を削る。 
附 則 

 この規約は，令和８年４月１日から施行する。ただし，別表第１並びに別表第２第３

条第２号及び第３号に関する事務の項中「備南競艇事業組合」を「備南ボートレース事

業組合」に改める改正規定は，令和７年４月１日から適用する。 
 
［提案理由］ 
令和 8 年 3 月 31 日をもって岡山県中部環境施設組合が解散することに伴い、当該組

合の脱退を承認するとともに、当該組合の脱退及び備南競艇事業組合の名称変更により、

「岡山県市町村税整理組合 
岡山県中部環境施設組合」 

ksat
枠

ksat
枝番なし
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岡山県市町村総合事務組合規約の変更を行う必要がある。 
これが、この議案を提出する理由である。 
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岡山県市町村総合事務組合規約一部変更新旧対照表 
新 旧 

 別表第１（第２条関係） 

岡 山 市 瀬 戸 内 市 苫田郡 鏡 野 町 

倉 敷 市 赤 磐 市 勝田郡 勝 央 町 

津 山 市 真 庭 市     奈 義 町 

玉 野 市 美 作 市 英田郡 西 粟 倉 村 

笠 岡 市 浅 口 市 久米郡 久 米 南 町 

井 原 市 和気郡 和 気 町     美 咲 町 

総 社 市 都窪郡 早 島 町 加賀郡 吉備中央町 

高 梁 市 浅口郡 里 庄 町  

新 見 市 小田郡 矢 掛 町  

備 前 市 真庭郡 新 庄 村  

旭東用排水組合 

備南衛生施設組合 

勝英衛生施設組合 

旭川中部衛生施設組合 

和気・赤磐環境衛生施設組合 

岡山市久米南町国民健康保険病院組合 

和気老人ホーム組合 

岡山県市町村税整理組合 

            

津山圏域衛生処理組合 

久米老人ホーム組合 

井原地区消防組合 

勝田郡老人福祉施設組合 

東備消防組合 

柵原吉井特別養護老人ホーム組合 

大正池水利組合 

田原用水組合 

柵原，吉井，英田火葬場施設組合 

津山広域事務組合 

高梁地域事務組合 

岡山県市町村総合事務組合 

岡山市久米南町衛生施設組合 

津山圏域消防組合 

岡山県後期高齢者医療広域連合 

岡山県井原地区清掃施設組合 

湛井十二箇郷組合 

総社広域環境施設組合 

備南ボートレース事業組合 

 別表第１（第２条関係） 

岡 山 市 瀬 戸 内 市 苫田郡 鏡 野 町 

倉 敷 市 赤 磐 市 勝田郡 勝 央 町 

津 山 市 真 庭 市     奈 義 町 

玉 野 市 美 作 市 英田郡 西 粟 倉 村 

笠 岡 市 浅 口 市 久米郡 久 米 南 町 

井 原 市 和気郡 和 気 町     美 咲 町 

総 社 市 都窪郡 早 島 町 加賀郡 吉備中央町 

高 梁 市 浅口郡 里 庄 町  

新 見 市 小田郡 矢 掛 町  

備 前 市 真庭郡 新 庄 村  

旭東用排水組合 

備南衛生施設組合 

勝英衛生施設組合 

旭川中部衛生施設組合 

和気・赤磐環境衛生施設組合 

岡山市久米南町国民健康保険病院組合 

和気老人ホーム組合 

岡山県市町村税整理組合 

岡山県中部環境施設組合 

津山圏域衛生処理組合 

久米老人ホーム組合 

井原地区消防組合 

勝田郡老人福祉施設組合 

東備消防組合 

柵原吉井特別養護老人ホーム組合 

大正池水利組合 

田原用水組合 

柵原，吉井，英田火葬場施設組合 

津山広域事務組合 

高梁地域事務組合 

岡山県市町村総合事務組合 

岡山市久米南町衛生施設組合 

津山圏域消防組合 

岡山県後期高齢者医療広域連合 

岡山県井原地区清掃施設組合 

湛井十二箇郷組合 

総社広域環境施設組合 

備南競艇事業組合     
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津山圏域資源循環施設組合 

八ケ郷合同用水組合 

円城財産区 

新山財産区 

津賀財産区 

星田財産区 

黒木財産区 

西水砂財産区 

別表第２（第３条関係） 

第３条第１号

に関する事務 

井原市，高梁市，新見市，備前市，瀬戸

内市，赤磐市，真庭市，美作市，浅口市，

和気町，早島町，里庄町，矢掛町，新庄

村，鏡野町，勝央町，奈義町，西粟倉村，

久米南町，美咲町，吉備中央町，旭東用

排水組合，備南衛生施設組合，勝英衛生

施設組合，旭川中部衛生施設組合，和気 

・赤磐環境衛生施設組合，岡山市久米南

町国民健康保険病院組合，和気老人ホー

ム組合，岡山県市町村税整理組合    

         ，久米老人ホーム組

合，井原地区消防組合，勝田郡老人福祉

施設組合，東備消防組合，柵原吉井特別

養護老人ホーム組合，田原用水組合，柵

原，吉井，英田火葬場施設組合，高梁地

域事務組合，岡山県市町村総合事務組

合，岡山市久米南町衛生施設組合，津山

圏域消防組合，岡山県後期高齢者医療広

域連合，津山圏域資源循環施設組合 

第３条第２号

及び第３号に

関する事務 

玉野市，井原市，総社市，高梁市，新見

市，備前市，瀬戸内市，赤磐市，真庭市，

美作市，浅口市，和気町，早島町，里庄

町，矢掛町，新庄村，鏡野町，勝央町，

奈義町，西粟倉村，久米南町，美咲町，

吉備中央町，旭東用排水組合，備南衛生

施設組合，勝英衛生施設組合，旭川中部

衛生施設組合，和気・赤磐環境衛生施設

組合，岡山市久米南町国民健康保険病院

組合，和気老人ホーム組合，岡山県市町

村税整理組合             

 ，津山圏域衛生処理組合，久米老人ホ

ーム組合，井原地区消防組合，勝田郡老

津山圏域資源循環施設組合 

八ケ郷合同用水組合 

円城財産区 

新山財産区 

津賀財産区 

星田財産区 

黒木財産区 

西水砂財産区 

別表第２（第３条関係） 

第３条第１号

に関する事務 

井原市，高梁市，新見市，備前市，瀬戸

内市，赤磐市，真庭市，美作市，浅口市，

和気町，早島町，里庄町，矢掛町，新庄

村，鏡野町，勝央町，奈義町，西粟倉村，

久米南町，美咲町，吉備中央町，旭東用

排水組合，備南衛生施設組合，勝英衛生

施設組合，旭川中部衛生施設組合，和気 

・赤磐環境衛生施設組合，岡山市久米南

町国民健康保険病院組合，和気老人ホー

ム組合，岡山県市町村税整理組合，岡山

県中部環境施設組合，久米老人ホーム組

合，井原地区消防組合，勝田郡老人福祉

施設組合，東備消防組合，柵原吉井特別

養護老人ホーム組合，田原用水組合，柵

原，吉井，英田火葬場施設組合，高梁地

域事務組合，岡山県市町村総合事務組

合，岡山市久米南町衛生施設組合，津山

圏域消防組合，岡山県後期高齢者医療広

域連合，津山圏域資源循環施設組合 

第３条第２号

及び第３号に

関する事務 

玉野市，井原市，総社市，高梁市，新見

市，備前市，瀬戸内市，赤磐市，真庭市，

美作市，浅口市，和気町，早島町，里庄

町，矢掛町，新庄村，鏡野町，勝央町，

奈義町，西粟倉村，久米南町，美咲町，

吉備中央町，旭東用排水組合，備南衛生

施設組合，勝英衛生施設組合，旭川中部

衛生施設組合，和気・赤磐環境衛生施設

組合，岡山市久米南町国民健康保険病院

組合，和気老人ホーム組合，岡山県市町

村税整理組合，岡山県中部環境施設組

合，津山圏域衛生処理組合，久米老人ホ

ーム組合，井原地区消防組合，勝田郡老
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人福祉施設組合，東備消防組合，柵原吉

井特別養護老人ホーム組合，大正池水利

組合，田原用水組合，柵原，吉井，英田

火葬場施設組合，津山広域事務組合，高

梁地域事務組合，岡山県市町村総合事務

組合，岡山市久米南町衛生施設組合，津

山圏域消防組合，岡山県後期高齢者医療

広域連合，岡山県井原地区清掃施設組

合，湛井十二箇郷組合，総社広域環境施

設組合，備南ボートレース事業組合，八

ケ郷合同用水組合，円城財産区，新山財

産区，津賀財産区，星田財産区，黒木財

産区，西水砂財産区 

第３条第４号

に関する事務 

高梁市，新見市，備前市，瀬戸内市，赤

磐市，真庭市，美作市，浅口市，和気町，

早島町，里庄町，矢掛町，新庄村，鏡野

町，勝央町，奈義町，西粟倉村，久米南

町，美咲町，吉備中央町，旭東用排水組

合，備南衛生施設組合，勝英衛生施設組

合，旭川中部衛生施設組合，和気・赤磐

環境衛生施設組合，岡山市久米南町国民

健康保険病院組合，和気老人ホーム組

合，岡山県市町村税整理組合      

       ，久米老人ホーム組合，

勝田郡老人福祉施設組合，東備消防組

合，柵原吉井特別養護老人ホーム組合，

田原用水組合，柵原，吉井，英田火葬場

施設組合，高梁地域事務組合，岡山県市

町村総合事務組合，岡山市久米南町衛生

施設組合，岡山県後期高齢者医療広域連

合，津山圏域資源循環施設組合 

第３条第５号 

に関する事務 

略 

 

人福祉施設組合，東備消防組合，柵原吉

井特別養護老人ホーム組合，大正池水利

組合，田原用水組合，柵原，吉井，英田

火葬場施設組合，津山広域事務組合，高

梁地域事務組合，岡山県市町村総合事務

組合，岡山市久米南町衛生施設組合，津

山圏域消防組合，岡山県後期高齢者医療

広域連合，岡山県井原地区清掃施設組

合，湛井十二箇郷組合，総社広域環境施

設組合，備南競艇事業組合    ，八

ケ郷合同用水組合，円城財産区，新山財

産区，津賀財産区，星田財産区，黒木財

産区，西水砂財産区 

第３条第４号

に関する事務 

高梁市，新見市，備前市，瀬戸内市，赤

磐市，真庭市，美作市，浅口市，和気町，

早島町，里庄町，矢掛町，新庄村，鏡野

町，勝央町，奈義町，西粟倉村，久米南

町，美咲町，吉備中央町，旭東用排水組

合，備南衛生施設組合，勝英衛生施設組

合，旭川中部衛生施設組合，和気・赤磐

環境衛生施設組合，岡山市久米南町国民

健康保険病院組合，和気老人ホーム組

合，岡山県市町村税整理組合，岡山県中

部環境施設組合，久米老人ホーム組合，

勝田郡老人福祉施設組合，東備消防組

合，柵原吉井特別養護老人ホーム組合，

田原用水組合，柵原，吉井，英田火葬場

施設組合，高梁地域事務組合，岡山県市

町村総合事務組合，岡山市久米南町衛生

施設組合，岡山県後期高齢者医療広域連

合，津山圏域資源循環施設組合 

第３条第５号 

に関する事務 

略 

 

 

 



１　脱退

２　名称変更

３　組合市町村数

参考資料

　　　（非常勤公災部門）１１市１２町村３５組合

新 旧

１５市１２町村３５組合

　　　（消防補償等部門）１５市１２町村

　　　（退職手当部門）９市１２町村２１組合

　　　（非常勤公災部門）１１市１２町村３４組合

　　　（福利厚生部門）８市１２町村１９組合

　　　（退職手当部門）９市１２町村２２組合

今回の規約変更内容

　　　（消防補償等部門）１５市１２町村

　　　（福利厚生部門）８市１２町村２０組合

備南競艇事業組合

↓

団　体　名

岡山県中部環境施設組合（R8.3.31）

団　体　名

備南ボートレース事業組合（R7.4.1～）

１５市１２町村３６組合

- 6 -


